
 

 

 

裁判所の民事調停委員が、民事調停制度の手続き、利用方法などに 

ついて秘密厳守・無料で相談に応じます。 

◆この相談会は民事調停制度の利用方法などについての相談会であり、 
問題の解決やトラブルの仲裁を行うものではありません。 

 

◆電話やオンライン（Webexアプリを使用）での相談も可能です。 

ご希望の方は、予約をされる際にお申し出ください。 

 

このようなトラブルの解決手段の１つとして 

「話し合いで解決する」 民事調停制度が効果的です。 

民事調停の利用相談会 
２０２６年７月６日（月） 【事前予約制】 

午後１時３０分～午後４時３０分 （相談時間は一人最大３０分です） 
 

相談会場 : 町田市役所 1階 市民相談室 

午前 8時 30分～午後 5時（土日祝日除く） 
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【主催】町田市・町田民事調停協会  【後援】東京民事調停協会連合会 
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